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付　　議　　事　　件 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 回定例会 

 番号 事　　　　　件　　　　　名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

 
1

専決処分の承認を求めることについて（令和 7 年度さ

くら市一般会計補正予算（第 8 号））
市　長

No.1 

P  4

 
2

さくら市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例の制定について
〃 P 24

 
3

さくら市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について
〃 P 37

 
4 さくら市立保育園条例の一部改正について 〃 P 39

 
5

さくら市児童センター設置条例及びさくら市放課後

児童クラブ施設設置条例の一部改正について
〃 P 40

 

6

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正について（識見監査委

員）

〃 P 42

 

7

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正について（児童扶養手

当障害認定医）

〃 P 43

 

8

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正について（スポーツ推

進委員）

〃 P 44

 
9

さくら市一般旅券印紙等購買基金条例の一部改正に

ついて
〃 P 45

 
10 さくら市火入れに関する条例の一部改正について 〃 P 46

 
11 令和 7 年度さくら市一般会計補正予算(第 9 号) 〃 P 49

 
12

令和 7 年度さくら市国民健康保険特別会計補正予算

（第 1 号）
〃 P 79

 
13

令和 7 年度さくら市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第 3 号）
〃 P 97

 
14

令和 7 年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第 5

号）
〃 P113

 
15

令和 7 年度さくら市下水道事業会計補正予算（第 3

号）
〃 P128
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番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

 
16 令和 8 年度さくら市一般会計予算 市　長

No.2 

P  5

 
17 令和 8 年度さくら市国民健康保険特別会計予算 〃

No.3 

P  5

 
18 令和 8 年度さくら市後期高齢者医療特別会計予算 〃 P 31

 
19 令和 8 年度さくら市介護保険特別会計予算 〃 P 49

 
20 令和 8 年度さくら市水道事業会計予算 〃 P 85

 
21 令和 8 年度さくら市下水道事業会計予算 〃 P107

 
22 第 3 次さくら市総合計画基本構想の策定について 〃 P131

 
23 上河戸辺地に係る総合整備計画の策定について 〃 P137

 
24

鷲宿辺地、下河戸南辺地及び穂積辺地に係る総合整備

計画の変更について
〃 P140

 
25 市道路線の認定について 〃 P147

 
26 さくら市教育委員会委員の任命同意について 〃 P148

 
27

さくら市固定資産評価審査委員会委員の選任同意に

ついて（澤村委員）
〃 P149

 
28

さくら市固定資産評価審査委員会委員の選任同意に

ついて（津浦委員）
〃 P150

 
29

さくら市固定資産評価審査委員会委員の選任同意に

ついて（川崎委員）
〃 P151

 報告 

1
専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決定） 〃 P152
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議案第 22 号 

 

 

第 3 次さくら市総合計画基本構想の策定について 

 

 

　第 3 次さくら市総合計画基本構想を別紙のとおり策定することについ

て、さくら市総合計画条例（平成 27 年さくら市条例第 15 号）第 6 条の

規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和 8 年 2 月 26 日提出 

 

 

さくら市長　　中 村 卓 資　　　
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基本構想
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基本構想 

１　基本構想の考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

基本構想はさくら市がめざすまちづくりの方向性を示すものです。「将来都市像」と市政の方

向を定めるための「基本的な考え方」で成り立っています。 

なお、将来都市像は、さくら市が成立する際に作られた「新市建設計画」を継承するものと

します。 

２　基本構想（将来都市像と基本的な考え方）　　　　　　　　　　　　　 

　　将来都市像 

 

 

　　基本的な考え方 

 

 

 

 

 

１．誰もが安心して安全に暮らせるまち 
行政の基礎的な目的は市民の生活基盤の確立であり、言い換えれば誰もが安心して暮

らせるまちを実現することです。 

２．地域資源の活用 
地域がその魅力を発揮し、さらに活性化していくためには、歴史、文化、人、産業な

どの地域に存在する地域の資源を最大限に活用する取組が必要です。 

３．人口減少社会への適応 
すでに人口の減少や人口構成の変化が避けられないことを共通認識とし、市民ととも

により良い未来を築いていくための持続可能なまちづくりを意識していきます。 
４．デジタル技術による課題解決 

日常生活の利便性の向上や社会の変化への対応のためにはデジタル技術の活用が必

要不可欠です。アナログを前提とした様々な仕組みをデジタル活用を前提としたものに

変えていく必要があります。 

安心して暮らせ、地域・ひと・ものを結ぶ、魅力いっぱいのまち

誰
も
が
安
心
し
て 

暮
ら
せ
る
ま
ち

地
域
資
源
の
活
用

人
口
減
少
社
会
へ
の 

適
応

デ
ジ
タ
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技
術
に
よ
る 

課
題
解
決
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３　基本構想の状況を示すまちづくり指標　　　　　　　　　　　　　　　　 

基本構想の状況、まち全体の「市勢」を示すまちづくり指標を設定し、定期的に確認を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標の出典及び算定式 

①住民基本台帳人口（令和 7 年 4 月 1 日） 

②住民基本台帳人口（令和 7 年 4 月 1 日）：14 歳までの人数／全人口 

③住民基本台帳人口（令和 7 年 4 月 1 日）：過去 1 年間の転入者数－転出者数 

④住民基本台帳人口（令和 7 年 4 月 1 日）：過去 1 年間の出生者数－死亡者数 

⑤栃木県市町村民経済生産（令和 4 年度）：令和 7 年 7 月公表 

⑥税務概要（令和 7 年度） 

⑦税務概要（令和 7 年度） 

⑧まちづくり市民アンケート（令和 7 年度）ウエイトバック集計※ 

：「大変住みよい」または「まあ住みよい」の回答者数／全回答者数 

⑨まちづくり市民アンケート（令和 7 年度）ウエイトバック集計 

：「さくら市に住み続けたい」の回答者数／無回答除く全回答者数 

※ウエイトバック集計：回答者の年齢構成比による補正を行い集計をすること。 

 

⑤市町村内総生産　　　　　　　　　　　　2,200 億円 

⑥法人市民税納税義務者数　　　　　　　　991 人 

⑦所得割納税義務者数　　　　　　　　　　22,094 人 

⑧さくら市が住みよいと思う市民の割合　　81.1％ 

⑨さくら市に住み続けたい 

と思う市民の割合　　87.9％

人
口
減
少 

へ
の
対
応

地
域
活
性
化

①さくら市の人口　　　　　　　　　　　　43,560 人 

②年少人口(15 歳未満)割合　　　　　　　　12.6％ 

③社会人口増減数　　　　　　　　　　　　169 人／年 

④自然人口増減数　　　　　　　　　　　－287 人／年

-134-



４　財政の見通し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

インフレ傾向が続き、社会保障関連費や人件費などの義務的経費の増嵩が見込まれる社会情

勢においては、今後も財政規模の拡大が懸念されることから、これまで以上に、歳入の確保、

歳出の効率化と見直しに取り組み、安定的に財政運営を行っていかなければなりません。 

このため、歳入においては、あらゆる可能性を追求し財源確保に努めます。また、第 3次総

合計画期間中における大規模事業を推進するために地方債残高や将来負担比率を考慮しなが

ら、優先的に有利な地方債の活用を図ります。 

歳出においては、内部経費の縮減、市単独事業の見直しやビルド＆スクラップや事務事業の

選択と集中により、効率的な行財政の運営や財政基盤の強化に取り組みます。 

これらの取組を進めるに当たっては、「さくら市持続可能な財政基盤確立基本方針」を指標と

し、着実に財政健全化の取組を推進することで、持続可能な財政基盤の確立を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H18 と R6 の歳出性質別比較 

 
 
                                                

（億円）

50

100

150

200

H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

地方債残高実績及び今後の見通し

実績 見通し

（億円）

（百万円）
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５　土地利用の方向性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

土地は、市民生活・産業経済活動の共通の基盤であるとともに、地域の自然環境を構成する

貴重な資源でもあります。まちづくりの基盤である土地の利用については、自然環境への影響

にも配慮しながら社会的な必要性に適切に対応し、総合的かつ計画的な視点から整備・開発・

保全を進めていく必要があります。 

そこで、市域を「都市的利用地域」「農業的利用地域」「自然地域」の３地域に区分し、そ

れぞれの地域の特性に応じた土地利用を進めていきます。 

 

 

（１）都市的利用地域 

 

① 商業等集積地域 

商業系とその周辺の住居系用途地域からなる中心市街地部については、住民の利便性に寄与

する店舗、事務所等の各種サービス施設の集積を誘導し、将来に渡り市の発展を支える中核的

な役割を果たす区域として位置づけます。 
 

② 住宅地域 

既に住宅が集積している区域及び今後宅地化が想定される区域を住宅地域として位置づけ、

生活環境の維持・向上を図るとともに周辺の環境と調和した良好な住環境の形成を目指します。 
 

③ 工業地域 

既存の工業団地については、工業地域として他の土地利用への干渉・影響を抑制し、工業生

産活動の拠点として、産業構造の変化に対応出来る生産基盤の整備・確保に努めます。 
 

 

（２）農業的利用地域 

 

東京圏への生鮮食料供給基地として、農業生産基盤の維持・整備に努め、優良農地の保全を

図ります。 
 

 

（３）自然地域 

 

林業生産の場のみならず保養・レクリエーションの場等、多様な利用を促進するととも

に、恵まれた自然環境の保全に努めます。 
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議 案 第 23 号  

 

 

　 　 　 上 河 戸 辺 地 に 係 る 総 合 整 備 計 画 の 策 定 に つ い て  

 

　 上 河 戸 辺 地 に 係 る 公 共 的 設 備 を 総 合 的 に 整 備 す る た め 、 別 紙 の

と お り 総 合 整 備 計 画 を 策 定 し た い の で 、 辺 地 に 係 る 公 共 的 施 設 の

総 合 整 備 の た め の 財 政 上 の 特 別 措 置 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 37 年

法 律 第 88 号 ） 第 3 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る 。 

 

 

 

 

　 　 令 和 7 年 2 月 26 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 中  村  卓  資 　 　 　  
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総 　 合 　 整 　 備 　 計 　 画 　 書  

 

                      栃 木 県 さ く ら 市 　 上 河 戸 辺 地  

（ 辺 地 の 人 口  364 人 　 面 積 5.46k ㎡ ）  

 

１ 　 辺 地 の 概 況  

（ １ ） 辺 地 を 構 成 す る 町 又 は 字 の 名 称  

　 　 　 　 栃 木 県 さ く ら 市 上 河 戸  

（ ２ ） 地 域 の 中 心 の 位 置  

　 　 　 　 栃 木 県 さ く ら 市 上 河 戸 800 番 地 10  

（ ３ ） 辺 地 度 点 数  

　 　 　 　 171 点  

 

２ 　 公 共 的 施 設 の 整 備 を 必 要 と す る 事 情  

上 河 戸 地 域 は 、 さ く ら 市 の 最 北 端 に 位 置 し 、 北 は 矢 板 市 に 、 東

は 大 田 原 市 に 接 し 、 通 称 「 喜 連 川 丘 陵 」 と 呼 ば れ る 丘 陵 の 間 に 集

落 が 点 在 す る 農 村 地 帯 で あ る 。  

地 域 内 の 生 活 道 路 と し て 活 用 さ れ て い る 市 道 K300 3 号 に つ い て

は 、 経 年 に よ る 劣 化 が 進 行 す る と と も に 、 幅 員 が 狭 小 で あ る こ と

か ら 緊 急 車 両 の 走 行 に 支 障 を き た し 、 若 年 層 世 帯 の 定 住 の 妨 げ に

な っ て い る こ と か ら 、 早 急 に 改 良 す る 必 要 が あ る 。  

ま た 、 地 域 内 の 牛 権 現 橋 は 架 設 か ら 55 年 が 経 過 し 老 朽 化 が 深

刻 で あ る 。 地 域 住 民 の 安 全 な 通 行 に 支 障 を き た し て い る こ と か ら 、

早 急 な 修 繕 が 必 要 で あ る 。  
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３ 　 公 共 的 施 設 の 整 備 計 画  

　 　 令 和 ８ 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で 　 ４ 年 間 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（ 単 位 ： 千 円 ）  

 

   区 分  

 

事 業 主 体 名  

施 設 名

 

事 業 費  

財  源  内  訳 一 般 財 源 の

う ち 辺 地 対

策 事 業 債 の

予 定 額

 

特 定 財 源 一 般 財 源

 

市 道 K3003 号 さ く ら 市 110, 000 0 11 0,00 0 11 0,000

 

牛 権 現 橋 さ く ら 市 23, 000 12,65 0 1 0,35 0 1 0,300
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議 案 第 24 号  

 

 

鷲 宿 辺 地 、 下 河 戸 南 辺 地 及 び 穂 積 辺 地 に 係 る 総 合 整  

備 計 画 の 変 更 に つ い て  

 

　 鷲 宿 辺 地 、 下 河 戸 南 辺 地 及 び 穂 積 辺 地 に 係 る 公 共 的 設 備 を 総 合

的 に 整 備 す る た め 、 別 紙 の と お り 総 合 整 備 計 画 を 変 更 し た い の で 、

辺 地 に 係 る 公 共 的 施 設 の 総 合 整 備 の た め の 財 政 上 の 特 別 措 置 等

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 37 年 法 律 第 88 号 ） 第 3 条 第 1 項 及 び 第 8 項

の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

 

 

　 　 令 和 8 年 2 月 26 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 中  村  卓  資  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-140-



 

総 　 合 　 整 　 備 　 計 　 画 　 書  

 

栃 木 県 さ く ら 市 　 鷲 宿 辺 地  

（ 辺 地 の 人 口  790 人 　 面 積  10.66k ㎡ ）  

 

１ 　 辺 地 の 概 況  

（ １ ） 辺 地 を 構 成 す る 町 又 は 字 の 名 称  

　 　 　 　 栃 木 県 さ く ら 市 鷲 宿  

（ ２ ） 地 域 の 中 心 の 位 置  

　 　 　 　 栃 木 県 さ く ら 市 鷲 宿 448 0 番 地 ４  

（ ３ ） 辺 地 度 点 数  

　 　 　 　 136 点  

 

２ 　 公 共 的 施 設 の 整 備 を 必 要 と す る 事 情  

鷲 宿 地 域 は 、 さ く ら 市 の 北 西 部 に 位 置 し 、 西 は 矢 板 市 に 接 す

る 。  

通 称 「 喜 連 川 丘 陵 」 と 呼 ば れ る 丘 陵 の 間 に あ り 、 南 側 の 一 部

に 工 業 団 地 が あ る が 、 大 半 は 農 地 の 中 に 集 落 が 点 在 す る 農 村 地

帯 で あ る 。  

地 域 内 を 一 級 河 川 で あ る 内 川 が 貫 流 し 、そ の 沿 岸 に は 肥 沃 な

水 田 地 帯 が 形 成 さ れ て お り 、基 幹 作 物 で あ る 水 稲 栽 培 を は じ め

と し て 、に ら 、な す 等 の 園 芸 作 物 の 栽 培 、更 に は 肉 用 牛 の 繁 殖 、

肥 育 等 に よ る 畜 産 も 盛 ん な 地 域 で あ る 。  

し か し 、 近 年 で は 、 農 業 従 事 者 の 高 齢 化 ・ 後 継 者 不 足 と い う

課 題 が 深 刻 化 し て お り 、 そ れ に 対 す る 打 開 策 と し て 、 農 業 の 機

械 化 ・ 集 約 化 が 促 進 さ れ て い る こ と か ら 、 大 型 の 農 耕 車 が 長 距

離 を 移 動 す る 必 要 性 が 高 ま っ て い る が 、既 存 の 農 道 は 幅 員 が 狭

く 、 大 型 農 耕 車 の 通 行 に 支 障 を き た し て い る た め 、 早 急 に 農 道

の 改 良 が 必 要 で あ る 。  

さ ら に 、 市 道 K314 8 号 、 K3152 号 及 び K318 8 号 は 、 舗 装 の 経

年 に よ る 劣 化 が 進 行 し 、車 両 の 走 行 に 支 障 を き た し て い る こ と

か ら 、地 域 住 民 の 安 全 性 と 利 便 性 の 向 上 を 図 る た め 早 急 に 修 繕

す る 必 要 が あ る 。  
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３ 　 公 共 的 施 設 の 整 備 計 画  

　 　 令 和 ２ 年 度 か ら 令 和 ８ 年 度 ま で 　 ７ 年 間 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（ 単 位 ： 千 円 ）  

 

 

 区 分  

 

事 業 主 体 名  

施 設 名

 

事 業 費  

財  源  内  訳 一 般 財 源 の

う ち 辺 地 対

策 事 業 債 の

予 定 額

 

特 定 財 源 一 般 財 源

 

鷲 宿 下 原 農 道 さ く ら 市 1 9,00 0 0 19,00 0 1 9,000

 

鷲 宿 山 谷  

（ 和 久 ） 農 道
さ く ら 市 1 5,50 0 0 15,50 0 1 5,500

 

鷲 宿 中 橋 農 道 さ く ら 市 1 0,72 5 0 10,72 5 1 0,700

 

鷲 宿 梶 内 農 道 さ く ら 市 1 3,37 0 0 13,37 0 1 3,300

 

市 道 Ｋ 3 1 5 2 号 さ く ら 市 26 0,00 0 130,00 0 130,00 0 13 0,000

 

市 道 Ｋ 3 1 4 8 号 さ く ら 市 9 0,00 0 45,00 0 45,00 0 4 5,000

 

市 道 Ｋ 3 1 8 8 号 さ く ら 市 3 0,00 0 15,00 0 15,00 0 1 5,000
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総 　 合 　 整 　 備 　 計 　 画 　 書  

 

栃 木 県 さ く ら 市 　 下 河 戸 南 辺 地  

（ 辺 地 の 人 口  261 人 　 面 積  4.68k ㎡ ）  

 

１ 　 辺 地 の 概 況  

（ １ ） 辺 地 を 構 成 す る 町 又 は 字 の 名 称  

　 　 　 　 栃 木 県 さ く ら 市 下 河 戸 南  

（ ２ ） 地 域 の 中 心 の 位 置  

　 　 　 　 栃 木 県 さ く ら 市 下 河 戸 117 番 地 １  

（ ３ ） 辺 地 度 点 数  

　 　 　 　 132 点  

 

２ 　 公 共 的 施 設 の 整 備 を 必 要 と す る 事 情  

下 河 戸 南 地 域 は 、さ く ら 市 の 北 部 に 位 置 し 、東 は 大 田 原 市 に 、

西 は 矢 板 市 に 接 し 、 通 称 「 喜 連 川 丘 陵 」 と 呼 ば れ る 丘 陵 の 間 に

集 落 が 点 在 す る 農 村 地 帯 で あ る 。  

地 域 内 を 一 級 河 川 で あ る 江 川 が 貫 流 し 、そ の 沿 岸 に は 肥 沃 な

水 田 地 帯 が 形 成 さ れ て お り 、基 幹 作 物 で あ る 水 稲 栽 培 を は じ め

と し て 、に ら 、な す 等 の 園 芸 作 物 の 栽 培 、更 に は 肉 用 牛 の 繁 殖 、

肥 育 等 に よ る 畜 産 も 盛 ん な 地 域 で あ る 。  

し か し 、 地 域 内 で 県 道 の 整 備 は 完 了 し て い る が 、 基 幹 と な る

県 道 に 接 続 し 複 数 の 集 落 間 を つ な ぐ 生 活 道 路 と な っ て い る 市

道 は 、幅 員 が 狭 小 な も の が あ り 、特 に 市 道 K202 1 号 に つ い て は 、

緊 急 車 両 及 び 大 型 農 耕 車 の 走 行 の 支 障 を き た し て お り 、農 業 従

事 者 の 候 補 と な り 得 る 若 年 層 世 帯 の 定 住 の 妨 げ に な っ て い る

こ と が 指 摘 さ れ て い る こ と か ら 、早 急 に 改 良 を 行 う 必 要 が あ る 。 

ま た 、 地 域 内 で 火 災 が 発 生 し た 場 合 の 迅 速 な 消 火 活 動 に は 、

地 域 内 消 防 団 の 機 能 が 非 常 に 重 要 で あ る が 、小 型 動 力 ポ ン プ 積

載 車 は 整 備 か ら 29 年 経 過 し 劣 化 が 著 し く 、 こ の ま ま で は 消 火

活 動 等 に 支 障 を き た す た め 、 新 た に 整 備 す る 必 要 が あ る 。  
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３ 　 公 共 的 施 設 の 整 備 計 画  

　 　 令 和 ２ 年 度 か ら 令 和 ８ 年 度 ま で ７ 年 間 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（ 単 位 ： 千 円 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区 分  

 

事 業 主 体 名  

施 設 名

 

事 業 費  

財  源  内  訳 一 般 財 源 の

う ち 辺 地 対

策 事 業 債 の

予 定 額

 

特 定 財 源
一 般 財

源

 

市 道 K2021 号 さ く ら 市 18 9,46 7 93,73 3 95,73 4 9 5,700

 さ く ら 市 消 防

団 第 ７ 分 団 第

３ 部 小 型 動 力

ポ ン プ 積 載 車

さ く ら 市 1 9,47 7 0 19,47 7 1 9,400
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総 　 合 　 整 　 備 　 計 　 画 　 書  

 

栃 木 県 さ く ら 市 　 穂 積 辺 地  

（ 辺 地 の 人 口  526 人 　 面 積  10.07k ㎡ ）  

 

１ 　 辺 地 の 概 況  

（ １ ） 辺 地 を 構 成 す る 町 又 は 字 の 名 称  

　 　 　 　 栃 木 県 さ く ら 市 穂 積  

（ ２ ） 地 域 の 中 心 の 位 置  

　 　 　 　 栃 木 県 さ く ら 市 穂 積 515 番 地 ８  

（ ３ ） 辺 地 度 点 数  

　 　 　 　 180 点  

 

２ 　 公 共 的 施 設 の 整 備 を 必 要 と す る 事 情  

穂 積 地 域 は 、 さ く ら 市 の 最 東 端 に 位 置 し 、 東 は 那 珂 川 町 に 、

北 は 大 田 原 市 に 、 南 は 那 須 烏 山 市 に 接 し 、 通 称 「 喜 連 川 丘 陵 」

と 呼 ば れ る 丘 陵 の 間 に 集 落 が 点 在 す る 農 村 地 帯 で あ る 。  

地 域 内 を 一 級 河 川 で あ る 岩 川 が 貫 流 し て い る 。  

基 幹 作 物 で あ る 水 稲 栽 培 を は じ め と し て 、 に ら 、 り ん ご 等 の

園 芸 作 物 の 栽 培 、 更 に は 肉 用 牛 ・ 豚 の 繁 殖 、 肥 育 等 に よ る 畜 産

も 盛 ん な 地 域 で あ る 。  

市 道 K2026 号 及 び K202 7 号 は 地 域 内 の 生 活 道 路 と し て 活 用 さ

れ て い る が 、 市 道 K2026 号 は 舗 装 の 経 年 に よ る 劣 化 が 進 行 し 、

緊 急 車 両 の 走 行 に 支 障 を き た し て お り 、若 年 層 世 帯 の 定 住 の 妨

げ に な っ て い る こ と か ら 、 早 急 に 修 繕 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、

市 道 K20 27 号 は 既 存 側 溝 の 劣 化 に よ り 、雨 水 排 水 に 支 障 が 生 じ

て い る こ と か ら 、 早 急 に 修 繕 す る 必 要 が あ る 。  
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３ 　 公 共 的 施 設 の 整 備 計 画  

　 　 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 10 年 度 　 ６ 年 間 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（ 単 位 ： 千 円 ）  

 

 区 分  

 

事 業 主 体 名  

施 設 名

 

事 業 費  

財  源  内  訳 一 般 財 源 の

う ち 辺 地 対

策 事 業 債 の

予 定 額

 

特 定 財 源 一 般 財 源

 

市 道 K2026 号 さ く ら 市 55, 000 0 5 5,00 0 5 5,000

 

市 道 K2027 号 さ く ら 市 2, 552 0 2,55 2 2,500
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議 案 第 25 号  

 

 

　 　 　 市 道 路 線 の 認 定 に つ い て  

 

 

　 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第 180 号 ） 第 8 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、

市 道 路 線 を 認 定 す る た め 、 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

 

 

　 　 令 和 8 年 2 月 26 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資 　 　 　

 整 理  

番 号
路 　 線 　 名 起 　 点 終 　 点

 　 １ 市 道 U1 6 8 2 号 さ く ら 市 氏 家 さ く ら 市 氏 家

 　 ２ 市 道 U1 6 8 3 号 さ く ら 市 氏 家 さ く ら 市 氏 家

 　 ３ 市 道 U1 6 8 4 号 さ く ら 市 氏 家 さ く ら 市 氏 家

 　 ４ 市 道 U1 6 8 5 号 さ く ら 市 氏 家 さ く ら 市 氏 家

 　 ５ 市 道 U1 6 8 6 号 さ く ら 市 草 川 さ く ら 市 草 川
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議 案 第 26 号

さ く ら 市 教 育 委 員 会 委 員 の 任 命 同 意 に つ い て

下 記 の 者 を さ く ら 市 教 育 委 員 会 の 委 員 に 任 命 し た い か ら 、 地

方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 31 年 法 律 第 162

号 ） 第 4 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 同 意 を 求 め る 。

記

住 所

氏 名 岡 崎 真 紀

生 年 月 日

令 和 8 年 2 月 26 日 提 出

さ く ら 市 長 中 村 卓 資
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議案第 27 号

さくら市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

下記の者をさくら市固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 423 条第 3 項の規定により、議会

の同意を求める。

記

住 所

氏 名 澤 村 明 浩

生年月日

令和 8 年 2 月 26 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 28 号

さくら市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

下記の者をさくら市固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 423 条第 3 項の規定により、議会

の同意を求める。

記

住 所

氏 名 津 浦 孝 夫

生年月日

令和 8 年 2 月 26 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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議案第 29 号

さくら市固定資産評価審査委員会委員の選任同意について

下記の者をさくら市固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 423 条第 3 項の規定により、議会

の同意を求める。

記

住 所

氏 名 川 崎 保 成

生年月日

令和 8 年 2 月 26 日提出

さくら市長 中 村 卓 資
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報 告 第 1 号  

 

 

　 　 　 専 決 処 分 事 項 の 報 告 に つ い て  

 

 

　 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 180 条 第 2 項 の 規 定 に

よ り 、 議 会 に お い て 指 定 さ れ て い る 事 項 に つ い て 、 別 紙 の と お り

専 決 処 分 を し た の で 報 告 す る 。  

 

 

　 　 令 和 8 年 2 月 26 日 提 出  

 

 

さ く ら 市 長 　 　 中  村  卓  資
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専決処分第 2号 

 

 

 

専　決　処　分　書 

 

 

 

地方自治法第 180 条第 1項の規定に基づき、議会の議決により指定された市

長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。 

 

 

 

　令和 8年 2月 3日 

 
 
 

さくら市長　中村　卓資　 
 
 
　市は、令和 7年 9月 18 日に発生した交通事故による損害賠償の額を次のと

おり決定する。 

 

 

１．損害賠償の相手方 

　　　住所　埼玉県さいたま市浦和区常盤 5丁目 8番 17 号 

　　　社名　NTT 東日本株式会社 

 

２．事故の概要 

　　　令和 7年 9月 18 日午後 5時 30 分頃、職員が運転する公用車が市道左側

によって走行していたところ、舗装されていない部分に乗り上げてしま

い、隣接する用水路に設置されている NTT の電柱に衝突した。 

 

３．損害賠償の額　　327,183 円 
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